
２０１３．２ 22２０１３．２33

O
P
Q
�
�
�
�

d

;;

n
o
	


p

=
!
	


p

�

�
�
®
¯

�
�
�

�
�

¸
¹
º
»
Q
¼

�
�
�
�
�
2
"
½
¾

  

   
 

     
 

     

 
     

 
     

 
     

� �   
  

    
    
  

   

�����

÷-���()���Ã;
H� HA�*�+²ù� ù�*�+;
Ä¦ ,ÃöÄ¢ Ã;

��Ï7y�´²�.�(
��/��0�b��(L"
½¾�

埼玉県上尾
地方庁舎
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上
尾
税
務
署
で
は
所
得
税
の
確
定
申
告
（
所
得
税
を
納
付
す
る
）
の
受
付
を
２
月
１８

日
�
か
ら
３
月
１５
日
�
ま
で
実
施
し
ま
す
。
な
お
、
還
付
申
告
（
既
に
納
め
た
所
得
税

を
戻
す
手
続
き
）
は
確
定
申
告
期
間
終
了
の
３
月
１８
日
�
以
降
も
受
け
付
け
ま
す
。

昨
年
か
ら
、
年
金
収
入
が
４００
万
円
以
下

で
、
か
つ
他
の
所
得
が
２０
万
円
以
下
の
人

は
、
確
定
申
告
が
不
要
に
な
り
ま
し
た
。

申
告
不
要
に
該
当
す
る
人
で
も
、
市
県
民

税
の
申
告
が
必
要
な
場
合
が
あ
り
ま
す
の

で
、
次
ペ
ー
ジ
の
「
市
県
民
税
の
申
告
の

ご
案
内
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

確
定
申
告
の
必
要
な
人

�
事
業
所
得
や
不
動
産
所
得
、

譲
渡
所
得
等
の
各
種
所
得
金

額
の
合
計
額
か
ら
所
得
控
除

を
差
し
引
い
た
結
果
、
課
税

さ
れ
る
所
得
金
額
が
あ
る
人

�
年
末
調
整
さ
れ
て
い
な
い
給

与
所
得
の
あ
る
人

�
公
的
年
金
等
の
収
入
が
４００
万

円
を
超
え
る
人

�
給
与
ま
た
は
年
金
所
得
以
外

に
、
２０
万
円
を
超
え
る
所
得

が
あ
る
人

生
命
保
険
料
控
除
の
改
正

に
つ
い
て

納
税
者
が
一
定
の
生
命
保
険

料
、
介
護
医
療
保
険
料
お
よ
び

個
人
年
金
保
険
料
を
支
払
っ
た
場
合
に
は
、

一
定
の
金
額
の
所
得
控
除
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
こ
れ
を
「
生
命
保
険
料
控

除
」
と
い
い
ま
す
。

介
護
医
療
保
険
契
約
に
基
づ
い
て
支
払

っ
た
保
険
料
な
ど
に
つ
い
て
４
万
円
（
最

高
額
）
の
控
除
が
新
設
さ
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
生
命
保
険
料
控
除
の
合
計
額
が

所
得
税
で
は
最
高

１０
万
円
か
ら
最
高

１２
万
円
に
変
更
に

な
り
ま
し
た
。

※
新
契
約
（
平
成

２４
年
１
月
１
日
以

後
に
締
結
し
た
保

険
契
約
な
ど
）
と
、

旧
契
約
（
平
成
２３

年
１２
月
３１
日
以
前

に
締
結
し
た
保
険

契
約
）
の
そ
れ
ぞ

れ
の
計
算
式
で
計

算
し
た
控
除
額
の

合
計
が
１２
万
円
を

超
え
る
場
合
に
は

１２
万
円
に
な
り
ま

す
。

市
県
民
税
の
申
告
内
容
は
、
課
税
（
非
課
税
）
証
明
書
や
国
民
健
康
保
険
税
な

ど
の
基
礎
資
料
に
な
り
ま
す
。
申
告
が
な
い
と
証
明
書
が
発
行
で
き
な
い
場
合
や
、

国
民
健
康
保
険
税
の
軽
減
が
受
け
ら
れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
平
成
２４
年
中
の
収
入
が
な
か
っ
た
人
も
申
告
を
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

申
告
が
必
要
な
人

平
成
２５
年
１
月
１
日
現
在
、
市
内
に
住

所
を
有
し
、
次
の
�
〜
�
の
ど
れ
に
も
当

て
は
ま
ら
な
い
人

�
所
得
税
の
確
定
申
告
（
還
付
申
告
を
含

む
）
を
す
る
人

�
勤
務
先
か
ら
市
役
所
に
給
与
支
払
報
告

書
が
提
出
さ
れ
て
い
る
人
や
日
本
年
金

機
構
な
ど
か
ら
市
役
所
に
公
的
年
金
等

支
払
報
告
書
が
提
出
さ
れ
て
い
る
人
で
、

他
に
所
得
の
な
い
人
（
源
泉
徴
収
票
に

記
載
さ
れ
て
い
な
い
各
種
控
除
を
受
け

る
場
合
は
、
申
告
が
必
要
で
す
。）

�
市
内
に
住
む
家
族
・
親
族
の
税
金
上
の

扶
養
に
な
っ
て
い
る
人

▼
年
金
収
入
が
４００
万
円
以
下
で
、
か
つ
他

の
所
得
が
２０
万
円
以
下
に
よ
り
確
定
申

告
が
不
要
の
人
で
も
、
年
金
天
引
き
以

外
の
社
会
保
険
料
控
除
、
生
命
保
険
料

控
除
、
地
震
保
険
料
控
除
、
医
療
費
控

除
、
扶
養
控
除
等
の
追
加
の
控
除
が
あ

る
人
は
、
市
県
民
税
の
申
告
が
必
要
で

す
。

「
市
県
民
税
申
告
会
場
」で
の
申
告
受
付

申
告
は
な
る
べ
く
指
定
さ
れ
た
受
付
日

に
お
願
い
し
ま
す
。

指
定
さ
れ
た
受
付
日
に
申
告
に
来
ら
れ

な
い
と
き
は
、
３
月
６
日
�
〜
１５
日
�

（
土
・
日
を
除
く
）
の
間
、
市
役
所
税
務

課
で
受
け
付
け
ま
す
。

申
告
に
必
要
な
も
の

�
市
県
民
税
申
告
書
（
会
場
に
も
あ
り
ま

す
）

�
印
鑑

�
平
成
２４
年
１
月
１
日
〜
１２
月
３１
日
の
期

間
の
収
入
金
額
や
経
費
が
わ
か
る
も
の

（
源
泉
徴
収
票
、
給
与
明
細
、
収
支
内

訳
書
な
ど
）

�
各
種
控
除
を
証
明
で
き
る
も
の
（
平
成

２４
年
中
に
支
払
っ
た
領
収
書
や
証
明
書

な
ど
）

（
例
）
国
民
健
康
保
険
税
、
国
民
年
金
保

険
料
、
介
護
保
険
料
、
生
命
保
険
料
、
地

震
保
険
料
な
ど
。
医
療
費
控
除
を
申
告
す

る
人
は
領
収
書
と
そ
の
内
容
を
記
載
し
た

「
医
療
費
の
明
細
書
」。
障
害
者
控
除
を

申
告
す
る
人
は
障
害
者
手
帳
や
認
定
書
な

ど
。

郵
送
で
の
受
付

平
成
２４
年
中
の
収
入
が
な
か
っ
た
人
、

年
末
調
整
済
の
源
泉
徴
収
票
を
添
付
す
る

だ
け
で
申
告
が
完
了
す
る
人
は
、
申
告
書

に
住
所
・
氏
名
な
ど
の
必
要
事
項
を
記
入

し
、
市
役
所
へ
郵
送
し
て
く
だ
さ
い
。

送
付
先

〒
３６３
�
８５０１

桶
川
市
泉
１
�
３
�
２８

桶
川
市
役
所

税
務
課
市
民
税
グ
ル
ー
プ

詳
し
く
は
	
税
務
課
市
民
税
グ
ル
ー
プ

市
で
の
確
定
申
告
の
臨
時
受
付

受
付
対
象
者
▼
次
の
�
�
を
満
た
す
人

�
給
与
所
得
者
ま
た
は
年
金
所
得
者

�
確
定
申
告
書
Ａ
で
申
告
す
る
人

※
雑
損
控
除
、
事
業
・
農
業
・
不
動
産
所

得
、
土
地
や
株
式
等
の
譲
渡
所
得
な
ど
、

確
定
申
告
書
Ｂ
で
申
告
す
る
人
は
、
東
公

民
館
で
は
受
付
で
き
ま
せ
ん
。
上
尾
税
務

署
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

会
場
▼
東
公
民
館

受
付
期
間
▼
次
の
表
の
と
お
り

受
付
時
間
▼
午
前
９
時
〜
１１
時

午
後
１
時
〜
３
時
３０
分

※
申
告
の
時
に
必
要
な
も
の
に
つ
い
て
は
、

広
報
１
月
号
４
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

医
療
費
控
除
を
受
け
る
人
は
、
医
療
費
の

明
細
書
に
記
入
を
し
、
医
療
を
受
け
た
人

ご
と
に
ま
と
め
た
領
収
書
と
一
緒
に
持
参

し
て
く
だ
さ
い
。

市市
県県
民民
税税
の
申
告
の
ご
案
内

所所
得得
税税
の
申
告
の
ご
案
内

■申告相談受付日時
２月１８日�～３月１５日�
午前９時～午後５時
※税金が還付となる申告は、
１月４日から受付していま
す。

■休日申告相談受付日時
２月２４日�・３月３日�
午前９時～午後５時
※上記以外の土・日曜日お
よび祝日は開設されてい
ません。

■上尾税務署
〒３６２－８５０４
上尾市大字西門前５７７
�７７０－１８００（自動音声）
（駐車場に限りがありますので、公
共交通機関をご利用ください。）

�北上尾駅東口から徒歩約２０分
�上尾駅東口から朝日バス（羽貫駅行）
（伊奈学園行）に乗車し「上平支所前」
下車徒歩３分
�上尾市内循環バスぐるっとくん（上平
循環）（東西循環）に乗車し「上尾税
務署前」下車徒歩１分

対象地区

下日出谷・下日出谷西・
北・朝日

上日出谷・泉・南

西・神明・坂田・坂田東

寿・若宮・川田谷・倉田

東・末広・鴨川・加納・
篠津・五丁台・舎人新田・
赤堀・小針領家

会 場�東公民館（末広２－８－２９）
受付時間�午前９時～１１時

午後１時～３時３０分

受付日

１８日�

１９日�
２０日�
２１日	

２２日�

２
月

受付会場

東公民館
（末広２－８－２９）

市役所分庁舎
（上日出谷９３７－１）

農業センター
（川田谷４４１４）

受付時間�午前９時～１１時３０分 午後１時～３時３０分
※所得税の申告受付は行っていません。
※上記会場では、受付日以外の申告書の受付はできません。

対象地区

末広・若宮・寿・加納

坂田・坂田東・舎人新田・赤堀
小針領家・五丁台・篠津・神明

倉田・朝日・北・南・東・西

上日出谷・鴨川

下日出谷・下日出谷西・泉

川田谷

受付日

２５日�

２６日�

２７日�
１日�
４日�

５日�

２
月

３
月

平成２５年分の所得税から適用される

「復興特別所得税」が創設されました

平成２３年１２月２日に東日本大震災からの復

興のための施策を実施するために必要な財源

の確保に関する特別措置法が公布され、「復

興特別所得税」が創設されました。

個人の人で所得税を納める義務のある人は、

平成２５年から平成４９年までの間、所得税に復

興特別所得税を併せて納める義務があります。

※給与所得者の人は、平成２５年１月１日以降

に支払を受ける給与などから復興特別所得税

が源泉徴収されています。

【復興特別所得税の計算】

復興特別所得税額 ＝ 基準所得税額 ×２．１％

詳しくは、国税庁ホームページをご覧いた

だくか、上尾税務署�７７０－１８００へお問い合
わせください。

適用限度額１２万円

【新契約】

【旧契約】

一般生命保険料控除
（最高４万円）

一般生命保険料控除
（最高５万円）

介護医療保険料控除
（最高４万円）

新契約と旧契
約の両方につ
いて控除を受
ける場合には
合計で最高４
万円

個人年金保険料控除
（最高４万円）

個人年金保険料控除
（最高５万円）



桶川市ホームページがリニューアルされます桶川市ホームページがリニューアルされます
問合せ�秘書広報課

２月１日より桶川市のホームページ（http : //www.city.okegawa.lg.jp）がリニューアルされ
ます。
より多くの人に、より観やすく、より簡単に、そしてより市民の声が届くホームページを目指し

ます。

◆より簡単に
【情報を探しやすく】
情報の分類が探しやすくな
るよう見直しを行いました。

【発信も簡単に】
市役所組織の各グループが
簡単な操作で、情報を発信
できる体制になり、よりス
ピーディーな情報発信が期
待されます。

◆より市民の声が届く

各ページに簡易アンケートを配置しまし
た。皆様の分かりにくい、捜しにくいな
どの声が届きやすくなり、ページの改善
につながります。

◆より多くの人に
【スマホユーザーに】
増加するスマートフォンか
らの閲覧に対応し、専用の
トップページから情報が検
索できるようになりました。

【翻訳機能の充実】
翻訳ボタンをトップに配置
し、ワンクリックで英語・
中国語・ハングルへの翻訳
ができるようになりました。

災害時の緊急情報表示のほか、画
面切替でアクセス急増にも対応。 ◆より観やすく

【視力の弱い人へ】
�文字の拡大ボタンをトップ
に配置しました。拡大ボタ
ンをクリックすると文字が
拡大されます。（複数回押
すことでさらに拡大ができ
ます）
�配色ボタンを配置しました。
黒ボタンを押すことで背景
色が黒くなり、画面の明る
さを抑えることができます。

【カレンダー機能を搭載】
情報カレンダーでイベント
などが一目で分かります。

情報ガイドナビゲーシ
ョンで探しやすく
トップ画面内での操作だけ
で、くらしの情報を詳細ペ
ージへガイダンス。欲しい
情報がページを移動するこ
となく見つけられます。

�（新しいホームページのイメージ）
※開発中のため実際とは異なる部分が
あります。

▲▲（（詳詳細細ペペーージジののイイメメーージジ））
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